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論　　説

　
　
二
　
韓
非
子
の
「
術
」
の
特
質

　
　
　
Ω
〕
　
「
術
」
の
手
続
的
ル
ー
ル
と
し
て
の
性
質
に
つ
い
て

　
　
　
〔
二
〕
　
「
術
」
の
概
念
構
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に
存
す
る
特
質
に
つ
い
て

　
　
三
　
ま
と
め

　
第
三
節
　
　
「
勢
」

　
　
　
小
　
　
結

第
三
章
　
韓
非
子
法
思
想
の
再
検
討

f
以
上
本
号
i

中
間
考
察

　
第
一
節
に
お
い
て
、
私
は
韓
非
子
の
「
法
」
の
理
解
及
び
そ
の
特
質
に
つ
い
て
述
べ
て
お
い
た
。
第
二
節
・
第
三
節
で
は
、
さ
ら
に
「
術
」

及
び
「
勢
」
に
つ
い
て
の
彼
の
主
張
内
容
の
検
討
を
行
う
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
、
そ
の
前
に
、
そ
の
よ
う
な
検
討
の
必
要
性
と
そ
こ
で
の
基

本
的
な
視
角
と
が
示
さ
れ
る
な
ら
ば
、
小
論
の
内
容
は
よ
り
明
確
に
な
る
と
考
え
る
。
既
に
私
は
旧
拙
稿
「
序
説
」
に
お
い
て
、
韓
非
子
の
法

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
ユ
レ

思
想
は
法
思
想
レ
ベ
ル
で
の
儒
法
抗
争
の
所
産
で
あ
る
、
と
述
べ
て
お
い
た
。
そ
れ
は
彼
の
法
思
想
が
「
礼
」
に
対
抗
す
る
社
会
規
範
と
し
て

「
法
」
を
主
張
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
成
立
し
て
き
た
も
の
で
あ
る
、
と
い
う
理
解
を
前
提
に
し
て
小
論
の
考
察
が
展
開
さ
れ
て
き
た
こ
と
を
意

味
す
る
。

　
こ
の
よ
う
な
理
解
が
、
小
論
に
基
本
的
に
は
次
の
よ
う
な
二
つ
の
方
向
を
指
示
す
る
こ
と
に
な
る
。

　
ま
ず
第
一
は
、
韓
非
子
の
法
思
想
が
一
方
に
お
け
る
「
礼
」
思
想
に
対
抗
す
る
も
の
と
し
て
成
立
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
か
ら
、
，
彼
の
法
思

想
は
少
く
と
も
ヨ
礼
」
思
想
の
お
お
っ
て
い
た
理
論
領
域
を
、
そ
の
射
程
内
に
お
さ
め
る
必
要
が
あ
っ
た
、
と
い
う
推
論
が
可
能
で
あ
る
。
従
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韓非子の法思想（ゴ）（石川）

っ
て
、
我
々
が
彼
の
法
思
想
の
十
全
な
考
察
を
行
う
為
に
は
、
そ
の
よ
う
な
彼
の
法
思
想
の
射
程
領
域
の
全
て
を
考
察
の
対
象
と
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。

　
ま
ず
、
「
礼
」
が
基
本
的
に
は
、
あ
る
い
は
第
一
義
的
に
は
行
為
規
範
で
あ
る
と
い
う
性
格
を
有
し
て
い
た
こ
と
か
ら
、
韓
非
子
に
お
い
て

も
、
そ
れ
に
対
抗
す
る
行
為
規
範
が
考
え
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
そ
の
よ
う
な
も
の
と
し
て
、
我
々
が
第
一
節
で
考
察
の
対
象
と
し

た
「
法
」
は
考
え
ら
れ
て
い
る
。
亦
、
「
法
」
が
彼
の
法
思
想
の
中
核
を
占
め
て
く
る
こ
と
も
、
「
法
」
が
「
礼
」
の
も
つ
そ
の
よ
う
な
第
↓
義

的
性
格
に
対
抗
す
る
も
の
と
し
て
考
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
当
然
に
予
想
さ
れ
る
こ
と
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
し
か
し
、
「
礼
」
思
想
は
そ
れ
だ
け
を
内
容
と
す
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
一
般
に
、
ル
ー
ル
は
、
そ
れ
が
社
会
に
具
体
化
さ
れ
る
為
に
は
、

定
立
及
び
適
用
・
執
行
と
い
う
過
程
を
必
要
と
す
る
。
亦
、
そ
の
実
効
性
を
担
保
す
る
何
ら
か
の
根
拠
を
必
要
と
す
る
。
「
礼
」
思
想
も
、
曖
昧

な
形
で
で
は
あ
る
が
、
そ
れ
ら
に
該
当
す
る
内
容
を
含
ん
で
い
る
。
「
礼
」
の
存
在
形
式
は
元
来
は
不
文
で
あ
る
が
、
そ
の
際
に
も
慣
習
と
し
て

ル
ー
ル
の
定
立
が
な
さ
れ
て
い
る
。
さ
ら
に
、
礼
書
の
作
成
を
「
礼
」
の
成
文
化
の
一
態
様
で
あ
る
と
理
解
す
る
こ
と
も
で
き
る
。
又
、
稀
薄
で

　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
）

は
あ
る
が
、
「
正
名
・
定
分
」
と
い
う
考
え
に
は
、
ル
ー
ル
の
適
用
に
関
す
る
内
容
が
含
ま
れ
て
い
る
。
「
良
き
古
き
」
と
い
う
観
念
の
中
に
は
、

即
ち
伝
統
的
あ
る
い
は
文
化
英
雄
に
ょ
る
制
作
と
い
う
観
念
の
中
に
は
、
「
礼
」
の
実
効
性
の
根
拠
を
示
す
内
容
が
含
ま
れ
て
い
る
。

　
他
方
、
韓
非
子
に
ょ
る
「
法
」
の
主
張
は
、
第
一
節
で
み
た
よ
う
に
、
対
抗
す
る
「
礼
」
思
想
の
も
つ
理
論
領
域
の
う
ち
の
ル
ー
ル
の
定
立

と
い
う
部
分
に
対
応
す
る
内
容
を
提
示
し
え
た
だ
け
に
す
ぎ
な
か
っ
た
。
従
っ
て
、
彼
の
「
法
」
の
主
張
は
、
「
法
」
の
適
用
に
関
す
る
内
容

や
、
「
法
」
の
実
効
性
の
根
拠
に
関
す
る
内
容
を
、
何
ら
含
む
も
の
で
は
な
か
フ
た
。
そ
れ
ら
の
諸
問
題
に
対
す
る
解
答
を
見
い
だ
す
為
に
、
韓

非
子
に
は
、
ど
う
し
て
も
、
「
法
」
以
外
の
も
の
へ
と
考
察
を
拡
げ
る
こ
と
が
要
求
さ
れ
た
。
そ
の
為
に
援
用
さ
れ
た
の
が
、
「
術
」
及
び
「
勢
し

に
関
す
る
主
張
で
あ
る
。
即
ち
、
韓
非
子
に
と
っ
て
、
例
え
ば
、
「
法
」
を
如
何
に
適
用
し
て
い
く
か
と
い
う
問
題
解
決
の
為
に
は
「
術
」
の
考

察
が
必
要
で
あ
っ
た
し
、
「
法
」
の
実
効
性
の
根
拠
を
ど
こ
に
求
め
る
か
と
い
う
間
題
解
決
の
為
に
は
「
勢
」
の
考
察
が
必
要
で
あ
っ
た
。

　
従
っ
て
、
我
々
が
韓
非
子
の
法
思
想
を
十
全
に
理
解
す
る
為
に
は
、
ど
う
し
て
も
「
術
」
及
び
「
勢
」
に
関
す
る
彼
の
主
張
を
み
て
お
く
必
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説ごム
面附

要
の
あ
る
こ
と
が
、
以
上
の
こ
と
か
ら
判
明
す
る
。

　
韓
非
子
の
法
思
想
が
儒
法
抗
争
の
所
産
で
あ
る
と
い
う
理
解
か
ら
、
第
二
に
は
次
の
よ
う
な
方
向
が
我
々
に
指
示
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
。

　
即
ち
、
彼
が
儒
家
と
理
論
的
に
対
決
し
た
こ
と
が
、
彼
の
理
論
に
何
ら
か
の
影
響
を
与
え
た
も
の
と
予
想
さ
れ
る
。
ま
ず
、
そ
の
よ
う
な
対

決
は
、
彼
の
理
論
的
考
察
の
範
囲
（
言
い
か
え
れ
ば
彼
の
認
識
の
及
ぶ
時
場
）
を
儒
家
の
そ
れ
と
共
通
の
場
に
設
け
さ
せ
よ
う
と
す
る
力
を
働

か
せ
た
と
予
想
さ
れ
る
。
そ
の
結
果
、
彼
の
理
論
理
性
は
、
人
と
人
と
の
相
互
関
係
と
い
う
時
場
、
即
ち
“
人
間
界
（
社
会
）
”
に
よ
り
強
く
引

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
　
ワ

き
付
け
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
こ
と
で
あ
ろ
う
。

　
さ
ら
に
韓
非
子
に
は
儒
家
の
理
論
を
否
定
す
る
必
要
の
あ
っ
た
こ
と
は
想
像
す
る
に
難
く
な
い
。
そ
の
際
、
彼
が
主
と
し
て
道
家
の
認
識
構

・
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
蔓
）

造
を
借
り
て
い
る
こ
と
を
私
は
仮
定
す
る
。

　
し
か
し
、
以
上
の
予
想
と
仮
定
と
は
、
韓
非
子
の
理
論
の
中
に
克
服
し
が
た
い
矛
盾
を
持
ち
込
む
こ
と
に
な
る
よ
う
に
も
我
々
に
は
思
え
る
。

即
ち
、
前
者
の
予
想
と
は
、
儒
家
思
想
と
の
理
論
的
対
決
か
ら
韓
非
子
の
認
識
の
時
場
を
具
体
的
人
間
社
会
に
局
限
す
る
と
い
う
も
の
で
あ
り
、

そ
れ
は
言
わ
ば
実
定
法
的
な
も
の
へ
彼
の
主
た
る
関
心
が
向
け
ら
れ
て
い
た
と
い
う
主
張
に
つ
ら
な
る
。
他
方
、
韓
非
子
が
道
家
思
想
を
援
用

す
る
と
い
う
後
者
の
仮
定
は
、
単
純
に
言
え
ば
彼
が
自
然
法
主
義
的
立
場
（
勿
論
そ
れ
は
道
家
的
な
そ
れ
で
あ
る
）
に
身
を
寄
せ
る
と
い
う
主

　
　
　
ハ
　
レ

張
で
あ
る
。
も
し
そ
う
で
あ
る
な
ら
、
韓
非
子
の
思
想
に
は
二
つ
の
相
対
立
す
る
傾
向
が
存
在
す
る
こ
と
に
な
り
、
そ
れ
は
結
局
彼
の
理
論
の

中
に
矛
盾
を
持
ち
込
む
こ
と
に
な
ろ
う
。

　
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
私
は
、
韓
非
子
は
こ
の
よ
う
な
思
想
的
矛
盾
を
理
論
的
に
は
解
決
し
て
い
た
と
考
え
て
い
る
。
私
は
、
第
｝
節
で
「
法
」

を
考
察
し
た
際
に
、
そ
こ
に
「
自
然
的
な
る
も
の
は
偶
然
的
で
あ
り
、
人
為
的
な
る
も
の
は
必
然
的
で
あ
る
」
と
い
う
観
念
（
認
識
構
浩
、
）
が

存
在
し
て
い
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
て
お
い
た
。
韓
非
子
は
こ
の
認
識
構
造
を
前
提
に
一
つ
の
論
理
操
作
を
行
う
こ
と
に
よ
り
、
先
の
矛
盾
を

解
決
す
る
。

　
「
自
然
的
な
る
も
の
」
と
は
、
単
に
外
的
自
然
を
指
す
の
で
は
な
く
、
「
自
ら
然
る
も
の
」
を
指
す
。
従
っ
て
、
そ
こ
に
は
人
間
の
側
に
お
け
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韓非子の法思想に｝（石川）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
）

る
「
自
発
」
「
自
律
（
ル
ー
ル
の
自
己
定
立
）
」
的
行
為
と
い
う
も
の
も
含
ま
れ
る
。
こ
の
自
ら
然
る
行
態
は
、
こ
の
世
界
に
偶
然
に
し
か
実
現

さ
れ
な
い
よ
う
に
韓
非
子
に
は
見
え
る
。
他
方
、
「
人
為
的
な
る
も
の
」
と
は
他
者
あ
る
い
は
外
的
に
コ
ン
ト
・
ー
ル
可
能
な
行
態
で
あ
る
。

即
ち
、
そ
れ
は
「
他
律
」
的
行
為
で
あ
る
。
韓
非
子
は
、
こ
の
「
人
為
的
な
る
も
の
」
は
、
正
し
く
人
に
ょ
る
操
作
が
可
能
で
あ
る
こ
と
か
ら
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
マ
レ

必
ず
然
ら
し
め
る
こ
と
が
で
き
る
と
考
え
る
。

　
次
に
、
韓
非
子
は
、
人
間
世
界
（
そ
れ
は
儒
家
そ
し
て
韓
非
子
に
と
り
、
理
論
理
性
の
及
ぶ
時
場
の
全
て
で
あ
る
）
か
ら
あ
ら
ゆ
る
偶
然
性

を
取
り
除
く
こ
と
を
試
み
る
。
即
ち
、
「
偶
然
的
」
な
も
の
を
「
必
然
的
」
な
も
の
に
す
る
に
は
、
先
の
観
念
か
ら
す
れ
ば
、
「
自
ら
然
る
も
の
」

を
「
人
為
的
な
る
も
の
」
へ
と
転
換
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
可
能
と
な
る
。
彼
の
行
っ
て
い
る
論
理
操
作
が
正
に
こ
れ
で
あ
る
。
韓
非
子
は
「
人

為
」
の
根
底
に
「
自
ら
然
る
」
事
態
を
据
え
て
、
「
自
ら
然
る
も
の
」
を
「
人
為
的
な
る
も
の
」
へ
と
転
換
す
る
。
即
ち
、
基
本
的
に
は
、
「
偶

然
的
」
で
「
自
律
的
」
な
「
自
然
」
を
、
「
人
為
」
を
介
し
て
「
他
律
」
化
し
、
そ
の
実
現
を
「
必
然
的
」
な
事
態
と
す
る
の
で
あ
る
。
そ
の
結

果
、
韓
非
子
の
理
論
の
中
で
は
、
先
の
相
い
矛
盾
す
る
二
つ
の
傾
向
の
架
橋
が
果
さ
れ
る
。

　
韓
非
子
の
法
思
想
の
認
識
構
造
に
お
い
て
、
こ
の
よ
う
な
「
転
換
」
こ
そ
が
そ
の
中
核
と
な
っ
て
い
る
と
私
は
考
え
る
。
こ
の
「
転
換
」
こ

そ
が
彼
の
理
論
理
解
の
為
の
鍵
観
念
で
あ
る
。
従
っ
て
、
彼
の
「
術
」
及
び
「
勢
」
の
主
張
に
お
い
て
、
こ
の
「
転
換
」
が
ど
の
よ
う
に
貫
徹

さ
れ
て
い
る
か
を
み
て
い
く
こ
と
こ
そ
が
、
第
二
節
・
第
三
節
で
の
基
本
的
視
角
と
な
る
。

〔
中
問
考
察
〕
註

（
1
）
　
旧
拙
稿
　
二
七
頁

（
2
）
　
ク
リ
ー
ル
は
儒
家
の
伝
統
に
は
元
来
正
名
主
義
が
無
い
の
で
は
な
い
か
と
考
え
て
い
る
。
中
9
9
0
8
．
曽
9
評
占
群
．
一
S
ド
↓
ぎ
q
巳
誓

　
　
O
獣
9
碧
零
霧
ψ
P
目
ゆ
『
論
語
』
子
路
篇
「
子
日
、
必
也
正
名
乎
。
」
以
下
の
問
答
で
、
「
事
不
成
…
－
民
無
所
措
手
足
」
の
六
句
を
孔
子
の
言
で

　
　
は
な
い
と
考
え
る
の
は
、
中
井
履
軒
の
「
論
語
逢
原
」
で
あ
る
。
私
は
．
こ
の
点
で
鵜
友
蘭
に
従
っ
て
、
儒
家
と
法
家
と
は
共
に
正
名
論
が
存
在
す
る
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説論

　
　
　
が
、
た
だ
そ
の
主
張
内
容
を
異
に
す
る
も
の
で
あ
る
と
考
え
て
い
る
。
薦
友
蘭
は
次
の
よ
う
に
言
っ
て
い
る
。
　
「
儒
家
孔
子
之
講
正
名
、
蓋
欲
使
祉
会

　
　
　
中
各
種
人
、
皆
為
其
所
応
該
。
法
家
之
講
正
名
、
則
示
君
主
以
駕
御
臣
下
之
方
法
£
「
中
国
哲
学
史
　
附
補
編
」
開
明
書
店
　
三
九
六
頁
。

（
3
）
　
拙
論
ー
相
互
主
義
人
間
観
試
論
ー
金
谷
治
編
「
中
国
に
お
け
る
人
間
性
の
探
究
」
一
九
八
三
年
　
創
文
社
所
収
　
を
参
照
さ
れ
た
し
。

（
4
）
　
例
え
ば
彼
の
対
消
滅
的
思
考
に
そ
の
影
響
を
う
か
が
う
こ
と
も
で
き
よ
う
。

（
5
）
　
儒
家
の
礼
思
想
を
自
然
法
思
想
と
し
て
構
成
す
る
こ
と
は
可
能
で
あ
る
。
そ
の
際
、
儒
・
道
に
お
け
る
哩
論
の
異
同
の
検
討
が
必
要
と
な
る
が
、
そ
れ

　
　
　
は
他
日
に
期
し
た
い
。

（
6
×
7
）
　
小
論
e
　
六
〇
頁
　
を
参
照
せ
よ
。
尚
、
こ
の
よ
う
な
「
人
為
」
の
肯
定
は
、
基
本
的
に
は
人
間
に
対
す
る
不
信
と
い
う
よ
り
も
信
頼
の
存
在
を

　
　
　
う
か
が
わ
せ
る
。
拙
論
ー
中
国
的
自
然
法
論
の
構
造
に
つ
い
て
ー
「
東
北
法
学
」
第
一
号
　
三
六
頁
以
下
　
を
参
照
さ
れ
た
し
。

第
二
節
　
　
「
術
」

一56一

一
　
韓
非
子
の
「
術
」
理
解

　
e
〕
　
術
と
い
う
用
語
は
、
古
来
中
国
で
は
道
と
の
関
わ
り
が
深
く
、
そ
の
基
本
的
な
意
味
は
、
技
芸
あ
る
い
は
、
そ
の
す
じ
み
ち
・
方

法
・
手
だ
て
と
い
う
と
こ
ろ
に
あ
っ
た
。

　
韓
非
子
の
用
い
て
い
る
「
術
」
と
い
う
用
語
の
基
本
的
な
意
味
内
容
も
、
方
法
あ
る
い
は
手
段
と
い
う
と
こ
ろ
に
あ
る
。
例
え
ば
、
五
識
篇

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
）

に
お
い
て
、
「
貞
信
之
行
」
で
は
な
く
「
不
欺
之
術
」
を
求
め
る
べ
き
こ
と
、
あ
る
い
は
「
必
滅
之
事
」
（
具
体
的
に
は
合
従
連
衡
策
）
で
は
な

く
「
不
亡
之
術
」
（
具
体
的
に
は
法
刑
で
も
っ
て
内
政
を
充
実
さ
せ
る
こ
と
）
を
行
う
べ
き
こ
と
が
主
張
さ
れ
る
時
の
「
術
」
と
は
、
正
に
そ
の

よ
う
な
意
味
内
容
を
も
つ
と
考
え
ら
れ
る
。

　
し
か
し
、
韓
非
子
に
お
い
て
、
「
術
」
と
は
そ
の
よ
う
に
一
般
的
な
意
味
内
容
を
も
つ
も
の
で
あ
る
の
み
な
ら
ず
、
よ
り
具
体
的
な
意
味
内
容
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を
も
つ
も
の
と
し
て
示
さ
れ
る
こ
と
が
通
常
で
あ
る
。
即
ち
、
「
術
」
と
は
、
君
主
に
ょ
る
政
権
掌
握
の
為
の
、
あ
る
い
は
「
法
治
」
を
実
現

す
る
為
の
、
方
法
・
手
段
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
韓
非
子
の
「
術
」
に
つ
い
て
の
理
解
は
、
申
不
害
の
思
想
を
展
開
し
た

と
こ
ろ
に
成
立
し
た
も
の
で
あ
る
。
以
下
こ
れ
ら
の
点
に
つ
き
若
干
の
考
察
を
行
う
こ
と
と
す
る
。

　
第
一
節
に
お
い
て
指
摘
し
た
よ
う
に
、
韓
非
子
は
社
会
統
制
の
態
様
と
し
て
、
君
主
ー
官
吏
、
君
主
・
官
吏
ー
民
と
い
う
二
重
構
造
を
考
え

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
　
レ

て
い
た
。
例
え
ば
、
『
管
子
』
任
法
篇
に
「
夫
れ
法
を
生
ず
る
者
は
君
な
り
。
法
を
守
る
者
は
臣
な
り
。
法
に
法
と
る
者
は
民
な
り
。
」
と
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
へ
3
）

韓
非
子
の
考
え
も
こ
れ
と
同
系
列
に
あ
り
、
君
主
が
「
法
」
を
定
め
、
官
史
は
「
法
」
を
師
と
L
、
民
は
官
吏
を
師
と
す
る
と
い
う
主
張
を
行
う
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
　
り

　
韓
非
子
は
和
氏
篇
で
、
「
主
は
術
を
用
い
…
…
官
は
法
を
行
う
」
と
言
う
。
先
の
彼
の
主
張
と
合
わ
せ
て
考
え
れ
ば
、
「
術
」
と
は
君
主
と
官
吏

と
の
関
係
に
お
い
て
君
主
が
掌
握
す
べ
き
も
の
で
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
る
。
彼
は
、
当
時
の
君
主
と
官
吏
と
の
関
係
は
、
旧
来
の
宗
族
体

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
）

制
の
下
で
の
血
縁
的
紐
帯
を
失
っ
た
、
利
害
の
相
対
立
す
る
、
言
わ
ば
売
買
関
係
に
も
擬
せ
ら
れ
う
る
よ
う
な
関
係
で
あ
る
と
理
解
し
て
い
た
。

さ
ら
に
彼
は
、
当
時
の
国
政
の
現
状
を
観
て
、
君
主
権
の
貫
徹
を
妨
げ
る
も
の
は
、
重
人
・
当
塗
者
・
姦
劫
拭
臣
等
の
勢
力
の
存
在
で
あ
る
こ
と

　
　
　
　
　
　
　
　
へ
6
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
7
）

も
十
分
認
識
し
て
い
た
。
こ
の
よ
う
な
官
吏
を
君
主
が
駕
駅
す
る
方
法
・
手
段
が
「
術
」
で
あ
る
。
又
、
彼
は
定
法
篇
に
次
の
よ
う
に
言
う
。

「
公
孫
鞍
の
奏
を
治
む
る
や
、
：
…
・
故
に
其
の
国
は
富
ん
で
、
兵
は
強
し
。
然
り
而
し
て
術
の
以
て
姦
を
知
る
無
け
れ
ぱ
、
則
ち
其
の
富
強
を

　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
　
り

以
て
人
臣
に
資
す
る
の
み
」
と
。
　
即
ち
、
「
法
」
は
確
か
に
国
家
に
利
益
を
も
た
ら
す
こ
と
が
で
き
る
。
し
か
し
、
そ
の
利
益
と
は
必
ず
し
も

君
主
に
帰
す
る
も
の
で
は
な
く
、
利
害
の
対
立
す
る
官
吏
を
資
す
る
だ
け
の
こ
と
も
あ
る
。
従
っ
て
、
君
主
が
「
法
」
の
も
た
ら
す
利
益
を
彼

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
の
　
　
　
の
　
　
　
の
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

の
も
の
と
す
る
為
に
は
、
群
臣
を
駅
す
る
「
術
」
を
必
要
と
す
る
、
と
韓
非
子
は
考
え
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
9
）

　
こ
の
よ
う
な
「
術
」
が
申
不
害
の
思
想
を
承
け
た
も
の
で
あ
る
こ
と
は
、
定
法
篇
の
記
事
か
ら
明
白
で
あ
る
。
し
か
し
、
申
不
害
が
「
術
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヨ
　
　
　
　
　
　
　
し
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
の
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

を
説
い
て
「
法
」
を
説
か
な
い
こ
と
、
官
吏
に
職
分
を
守
ら
せ
る
「
術
」
を
説
く
こ
と
に
急
で
あ
る
為
に
富
吏
を
利
用
す
る
「
術
」
を
説
か
な

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
ゆ
り

い
こ
と
を
、
彼
の
理
論
の
欠
点
で
あ
る
と
韓
非
子
は
考
え
て
い
る
。

　
〔
二
〕
　
韓
非
子
の
「
術
」
理
解
は
大
き
く
次
の
よ
う
な
二
つ
の
内
容
を
も
っ
て
い
る
。
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説論

　
一
つ
は
、
定
法
篇
に
見
え
る
主
張
で
あ
る
。
「
術
と
は
、
任
に
因
り
て
官
を
授
け
、
名
に
循
っ
て
実
を
責
め
、
殺
生
の
柄
を
操
り
て
、
群
甑
の

　
　
タ
メ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
11
）

能
を
課
す
も
の
な
り
。
こ
れ
人
主
の
執
る
所
な
り
。
」
こ
れ
は
、
「
術
」
と
は
官
吏
の
任
免
・
考
核
の
為
の
方
法
・
手
段
で
あ
る
と
い
う
理
解
で

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
オ
サ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ア
ワ

あ
る
。
他
は
、
難
三
篇
に
見
え
る
主
張
で
あ
る
。
「
術
と
は
、
之
を
胸
に
蔵
め
、
以
て
衆
端
を
偶
せ
て
潜
か
に
群
臣
を
御
す
る
も
の
な
り
。
…
：

　
　
ア
ラ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
揺
）

術
は
見
わ
る
る
を
欲
せ
ず
。
」
こ
こ
に
は
、
「
術
」
と
は
君
主
が
密
か
に
用
う
べ
ぎ
方
法
・
手
段
で
あ
る
と
い
う
理
解
が
示
さ
れ
て
い
る
。
以
上

の
理
解
か
ら
す
れ
ば
、
「
術
」
と
は
官
吏
を
操
縦
す
る
為
の
手
続
上
の
ル
ー
ル
を
含
ん
だ
と
こ
ろ
の
君
主
に
よ
っ
て
密
用
さ
れ
る
手
段
で
あ
る

と
書
う
こ
と
が
で
き
よ
う
。

①
「
術
」
に
含
ま
れ
て
い
る
手
続
上
の
ル
ー
ル
と
は
、
呉
体
的
に
は
、
好
劫
試
臣
篇
の
「
名
実
に
循
っ
て
是
非
を
定
め
、
参
験
に
因
り
て
需

　
　
　
　
　
　
　
（
1
3
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
U
ピ

辞
を
審
ら
か
に
す
る
」
と
い
う
こ
と
を
基
本
内
容
と
す
る
。
以
下
に
そ
れ
を
便
宜
上
二
つ
に
分
け
て
考
察
す
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
櫛
v

　
一
つ
は
、
「
形
名
参
同
」
の
ル
ー
ル
で
あ
る
。
こ
れ
は
臣
下
の
任
免
・
考
核
の
為
の
ル
ー
ル
で
あ
る
。
即
ち
、
官
職
の
「
名
」
と
勤
行
の
「
形
」

と
の
一
致
、
あ
る
い
は
臣
下
の
言
の
「
名
」
と
そ
の
実
行
の
「
形
」
と
の
一
致
が
求
め
ら
れ
、
そ
の
行
態
の
是
非
が
決
定
さ
れ
る
。
そ
の
結
果

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
6
〉

名
実
が
一
致
す
れ
ば
賞
が
与
え
ら
れ
、
一
致
し
な
け
れ
ぽ
罰
が
加
え
ら
れ
る
。
そ
こ
か
ら
、
「
術
」
と
は
「
法
」
を
執
行
す
る
前
段
階
の
、
従
っ

て
「
法
」
適
用
の
為
の
手
続
的
ル
ー
ル
で
あ
る
と
解
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
。
亦
、
こ
の
ル
ー
ル
が
空
虚
の
言
談
を
斥
け
た
り
、
官
吏
に
職

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
坪
）

分
を
守
ら
せ
た
り
す
る
機
能
を
果
す
こ
と
に
な
る
こ
と
は
明
白
で
あ
ろ
う
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
8
樹

　
第
二
の
も
の
は
、
「
参
験
参
伍
」
の
ル
ー
ル
で
あ
る
。
こ
れ
は
真
実
を
究
明
す
る
為
の
ル
ー
ル
で
あ
る
。
即
ち
、
天
・
地
・
物
・
人
と
い
う
自
然

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
ロ
レ

的
・
社
会
的
な
事
実
と
自
己
の
認
識
と
を
照
合
さ
せ
る
こ
と
に
よ
り
当
該
認
識
の
正
確
さ
を
求
め
て
い
こ
う
と
す
る
方
法
で
あ
る
。
そ
れ
は
、

具
体
的
に
は
、
臣
下
に
彼
の
言
論
の
実
行
を
求
め
て
、
彼
の
言
論
の
功
用
を
検
証
す
る
為
に
君
主
が
掌
握
す
べ
ぎ
手
段
・
方
法
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
0
）

　
こ
の
ル
ー
ル
の
本
来
的
意
図
は
、
君
主
に
「
｝
国
の
目
と
】
国
の
耳
」
を
持
た
せ
る
こ
と
に
あ
る
。
君
主
に
は
、
こ
の
手
段
を
自
分
の
手
に

す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
群
臣
の
罪
過
を
審
ら
か
に
す
る
こ
と
が
可
能
と
な
る
。
従
っ
て
、
こ
の
ル
r
ル
は
「
法
」
を
適
用
す
る
際
の
捜
査
手
続

上
の
ル
ー
ル
と
解
す
る
こ
と
も
で
き
よ
う
。
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君
主
に
は
、
こ
の
ル
ー
ル
を
得
て
、
臣
下
の
失
職
と
越
権
と
を
察
知
す
る
こ
と
が
可
能
と
な
る
。
さ
ら
に
又
、
こ
の
ル
ー
ル
は
、
臣
下
を
相

互
監
視
の
立
場
に
立
た
せ
、
彼
ら
の
間
に
相
互
敵
対
の
関
係
を
持
ち
込
む
こ
と
に
よ
っ
て
、
重
臣
・
私
門
の
権
力
の
集
中
を
防
ぎ
、
又
そ
れ
ら

の
権
力
を
分
断
さ
せ
る
機
能
を
持
つ
こ
と
に
も
な
る
。
そ
し
て
、
こ
の
こ
と
が
、
こ
の
ル
ー
ル
と
商
鞍
の
「
告
座
の
制
」
と
の
関
係
を
う
か
が

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
雛
）

わ
せ
る
こ
と
に
も
注
意
を
払
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。

②
　
「
術
」
は
君
主
に
よ
っ
て
密
用
さ
れ
る
べ
し
と
い
う
考
え
は
、
申
不
害
よ
り
出
た
も
の
で
あ
る
。
外
儲
説
右
上
篇
に
は
、
「
申
子
日
く
、
上

の
明
が
見
わ
る
れ
ば
人
は
之
に
備
う
。
其
れ
明
を
見
わ
さ
ざ
れ
ば
人
は
之
に
惑
う
。
其
の
知
が
見
わ
る
れ
ば
人
は
之
に
飾
る
。
：
・
．
：
故
に
H
く
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ウ
カ
ガ
　
　
　
　
ヘ
2
2
）

吾
は
従
っ
て
之
を
知
る
無
し
。
惟
だ
無
為
し
て
以
て
之
を
規
う
可
し
と
。
」
と
い
う
申
不
害
の
主
張
が
記
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
主
張
か
ら
、
「
術
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
へ
2
3
）

を
行
使
す
る
君
主
が
何
か
神
秘
的
色
彩
を
帯
び
て
く
る
こ
と
が
理
解
で
ぎ
る
。
即
ち
、
君
主
が
「
術
」
を
密
用
す
る
こ
と
は
、
臣
下
の
側
か
ら

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
函
）

す
れ
ば
、
君
主
が
「
無
為
而
無
以
為
」
存
在
と
し
て
映
る
結
果
と
な
り
、
そ
の
こ
と
が
、
君
主
に
神
秘
性
を
与
え
る
こ
と
に
な
る
。
こ
の
よ
う

な
君
主
南
面
の
術
の
主
張
が
道
家
の
主
張
を
下
敷
き
と
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
は
明
白
で
あ
る
。
従
っ
て
、
韓
非
子
に
ょ
る
「
術
」
の
こ
の
よ

う
な
理
解
に
道
家
の
影
響
を
見
る
こ
と
も
可
能
で
あ
る
。

　
し
か
し
、
「
術
」
の
密
用
と
言
っ
て
も
、
そ
こ
に
は
手
続
上
の
ル
ー
ル
が
存
在
し
て
い
る
。
例
え
ば
、
内
儲
説
上
篇
に
見
え
る
「
疑
詔
誰
使
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
5
）

「
挾
知
而
問
」
「
倒
言
反
事
」
と
い
う
「
術
」
に
は
「
逆
倒
」
を
共
通
と
す
る
行
為
パ
タ
ー
ン
が
存
在
し
て
い
る
。
そ
れ
は
明
確
に
意
図
的
行
為

で
あ
り
、
「
無
為
」
と
い
う
よ
り
「
人
為
」
に
等
し
い
。
従
っ
て
、
そ
こ
に
「
自
律
」
的
ル
ー
ル
で
は
な
く
「
他
律
」
的
ル
ー
ル
の
存
在
を
見
る

こ
と
も
可
能
で
あ
る
。

　
こ
れ
ら
の
点
が
、
韓
非
子
の
「
術
」
理
解
に
何
か
し
ら
矛
盾
が
含
ま
れ
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
所
以
で
あ
る
。
以
下
こ
の
点
の
解
明
を
含
め

て
、
韓
非
子
の
「
術
」
の
特
質
の
考
察
へ
と
論
を
進
め
る
こ
と
と
す
る
。

二
　
韓
非
子
の
「
術
」
の
特
質
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以
上
、
一
で
は
韓
非
子
の
「
術
」
に
関
す
る
主
張
を
追
い
、
彼
の
「
術
」
理
解
を
明
ら
か
に
し
た
。
そ
こ
か
ら
彼
の
主
張
す
る
「
術
」
に
は

大
き
く
は
次
の
よ
う
な
二
つ
の
特
質
の
存
在
す
る
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
て
く
る
。

　
そ
の
一
つ
は
、
「
術
」
が
「
法
」
適
用
の
手
続
的
ル
ー
ル
と
し
て
の
性
質
を
持
つ
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
他
は
、
「
術
」
の
概
念
構
造
に
仔
す

る
特
質
で
あ
る
。
以
下
で
は
こ
の
二
点
に
つ
い
て
順
に
考
察
を
す
す
め
て
い
く
こ
と
と
す
る
。

　
〔
一
〕
　
ま
ず
「
術
」
の
手
続
的
ル
ー
ル
と
し
て
の
性
質
に
つ
い
て
の
考
察
か
ら
始
め
よ
う
。

　
既
に
一
で
述
べ
た
よ
う
に
、
「
術
」
に
は
「
法
」
適
用
の
為
の
手
続
的
ル
ー
ル
で
あ
る
と
い
う
性
質
が
荏
す
る
。
又
「
術
」
に
は
事
実
認
識

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
へ
2
6
）

の
為
の
手
続
的
ル
ー
ル
で
あ
る
と
い
う
性
質
も
あ
る
。
以
下
で
韓
非
子
の
名
実
論
を
検
討
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
こ
の
よ
う
な
「
術
」
の
特
質

を
よ
り
明
確
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
27
）

　
「
術
」
と
ル
ー
ル
と
の
論
理
的
な
結
び
つ
き
を
明
確
に
指
摘
し
て
い
る
の
は
、
ク
リ
ー
ル
で
あ
る
。
彼
は
中
国
に
は
『
モ
デ
ル
』
か
ら
『
法
』

へ
の
次
の
よ
う
な
論
理
的
段
階
を
備
え
た
広
義
の
法
概
念
が
存
在
す
る
と
考
え
て
い
る
。

　
　
　
　
　
　
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
e
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
n

鵯
∵
瓢
i
蜘
甲
馬
蜘
甲
㎞
㈱

　
　
　
　
モ
ノ
　
　
ー
（
　

e
　
　
　
（
　

e
（

　
　
　
　
（
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
t
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
r
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そ
こ
で
、
『
術
』
と
は
『
方
法
』
が
よ
り
精
密
か
つ
形
式
的
に
な
っ
た
も
の
で
あ
り
、
『
ル
ー
ル
』
と
は
そ
の
よ
う
な
『
術
』
を
実
践
に
移
す

局
面
を
規
定
す
る
も
の
で
あ
る
と
ク
リ
ー
ル
は
考
え
て
い
る
。
従
っ
て
、
こ
の
考
え
を
前
提
す
る
な
ら
ば
、
『
術
』
は
、
そ
れ
が
実
践
さ
れ
る
際

に
、
論
理
必
然
的
に
『
ル
ー
ル
』
を
必
要
と
し
生
み
出
す
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。

　
私
は
、
韓
非
子
の
主
張
す
る
「
術
」
と
は
、
ク
リ
ー
ル
の
所
謂
『
方
法
』
『
術
』
『
ル
ー
ル
』
を
そ
の
構
成
要
素
と
し
て
含
ん
だ
概
念
で
あ
る

と
主
張
し
た
い
。



韓非子の法、轡、想（：）（石川）

　
又
、
ク
リ
ー
ル
は
、
そ
の
よ
う
な
『
ル
ー
ル
』
が
実
定
化
さ
れ
た
も
の
が
『
規
則
』
で
あ
り
、
後
者
が
権
威
に
ょ
り
定
立
さ
れ
、
し
ば
し
ば

サ
ン
ク
シ
ョ
ン
に
よ
っ
て
強
制
さ
れ
る
も
の
が
『
法
』
で
あ
る
と
考
え
る
。
そ
こ
で
は
手
続
法
的
『
ル
ー
ル
』
と
実
体
法
的
『
法
』
と
の
密
接

な
相
互
結
合
・
連
関
が
考
え
ら
れ
て
い
る
。

　
私
は
、
韓
非
子
の
法
思
想
に
お
い
て
、
手
続
法
的
「
術
」
と
実
体
法
的
「
法
」
と
は
一
応
別
も
の
と
し
て
認
識
さ
れ
て
い
た
と
主
張
し
た
い
。

と
い
う
の
も
、
「
術
」
と
は
、
既
に
考
察
し
た
よ
う
に
、
賞
罰
を
決
定
す
る
為
に
、
従
っ
て
「
法
」
を
適
用
す
る
為
に
、
君
主
の
み
が
掌
握
す
べ

き
名
実
を
正
す
為
の
手
段
で
あ
る
と
理
解
さ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
伽
）

　
名
実
を
正
す
と
は
、
其
の
実
を
し
て
其
の
名
に
符
合
せ
し
め
る
こ
と
で
あ
る
。
具
体
的
に
は
、
君
主
が
諸
臣
の
官
位
や
其
の
言
を
執
え
て
、

彼
ら
の
功
績
を
考
核
す
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
際
、
彼
ら
の
功
績
の
考
核
は
、
彼
ら
が
実
際
に
彼
ら
の
官
位
や
言
辞
と
い
う
「
名
」
に
符
合
す

る
「
実
」
を
行
っ
て
い
る
か
ど
う
か
を
基
準
と
し
て
行
な
わ
れ
る
。
こ
の
手
段
を
通
じ
て
君
主
は
臣
ド
を
御
す
る
こ
と
が
可
能
と
な
る
。

　
君
主
に
ょ
る
臣
下
の
行
態
の
認
識
、
即
ち
事
実
認
識
の
方
法
は
、
揚
権
篇
で
次
の
よ
う
に
説
か
れ
て
い
る
。
「
一
を
用
う
る
道
は
、
名
を
以
て

首
と
為
す
。
名
正
し
け
れ
ば
物
は
定
る
。
名
椅
な
れ
ば
物
は
徒
る
。
故
に
聖
人
は
｝
を
執
り
て
以
て
静
た
り
。
名
を
し
て
自
ら
命
ぜ
し
め
、
事

　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
9
ノ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ニ
ク
ン
ミ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3Q
）

を
し
て
自
ら
定
ら
し
む
。
」
　
「
聖
人
の
道
は
智
と
巧
と
を
去
る
。
：
・
…
喜
を
去
り
悪
を
去
り
、
心
を
虚
う
し
て
以
て
道
の
舎
と
為
す
」
と
。

　
即
ち
、
そ
こ
で
は
、
認
識
か
ら
主
観
的
要
因
（
智
・
巧
・
喜
・
悪
）
を
取
り
去
り
、
事
実
を
し
て
語
ら
し
め
る
こ
と
が
説
か
れ
て
い
る
。
そ

れ
は
、
換
言
す
れ
ば
、
君
主
は
無
為
に
し
て
、
臣
下
は
必
然
的
に
名
実
の
一
致
を
果
す
こ
と
に
な
る
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
従
っ
て
、
そ
こ

に
、
潜
主
が
彼
の
自
発
行
為
を
去
る
こ
と
（
即
ち
「
術
」
の
行
使
）
に
ょ
り
、
社
会
に
名
実
一
致
の
事
態
が
必
然
的
に
実
現
す
る
、
と
い
う
構

造
の
成
立
し
て
い
る
こ
と
が
明
ら
か
と
な
る
。
一
方
、
こ
の
よ
う
な
事
態
を
臣
下
の
側
か
ら
言
え
ば
、
君
主
が
「
術
」
を
用
い
る
こ
と
（
「
人

為
」
の
介
入
）
に
ょ
り
、
自
発
的
に
名
実
を
｝
致
さ
せ
よ
う
と
す
る
臣
下
の
行
為
さ
え
も
客
観
的
に
は
他
老
に
よ
っ
て
強
要
さ
れ
た
他
律
的
な

行
為
へ
と
転
換
さ
せ
ら
れ
、
そ
の
結
果
と
し
て
名
実
一
致
の
事
態
の
必
然
的
実
現
が
果
た
さ
れ
る
、
と
い
う
構
造
に
な
る
。

　
以
上
の
考
察
か
ら
、
「
術
」
が
手
続
的
ル
ー
ル
と
し
て
機
能
す
る
過
程
に
、
「
自
然
的
（
自
発
的
・
偶
然
的
〉
な
る
も
の
の
人
為
的
（
必
然
的
）
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な
る
も
の
へ
の
転
換
」
と
い
う
論
理
操
作
が
導
入
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
明
ら
か
と
な
る
。
こ
れ
こ
そ
が
、
韓
非
子
の
主
張
す
る
「
術
」
に
存
す

る
注
目
す
べ
き
重
要
な
特
質
な
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
れ
ロ

　
〔
二
〕
　
こ
こ
で
言
う
と
こ
ろ
の
、
「
術
」
の
概
念
構
造
に
存
在
し
て
い
る
特
質
と
は
、
具
体
的
に
は
、
「
密
用
（
周
密
）
」
と
い
う
「
術
」

の
概
念
構
成
要
素
の
中
に
ひ
そ
む
特
質
で
あ
る
、
と
言
い
か
え
て
も
よ
い
。
即
ち
、
「
密
用
」
と
い
う
「
術
」
の
概
念
要
素
は
、
一
方
で
は
道
家

思
想
の
影
響
を
う
け
て
成
立
し
て
い
る
と
予
想
さ
れ
る
の
に
対
し
、
他
方
で
は
こ
の
「
密
用
」
に
は
「
人
為
」
の
優
位
と
言
え
る
よ
う
な
手
続

的
ル
f
ル
が
含
ま
れ
て
い
る
と
い
う
、
一
見
矛
盾
す
る
思
想
的
影
響
の
下
に
あ
る
。
従
っ
て
、
そ
こ
に
存
す
る
特
質
の
解
明
が
こ
こ
で
の
考
察

の
主
た
る
目
的
で
あ
る
。

　
既
に
指
摘
し
た
こ
と
で
あ
る
が
、
難
三
篇
に
は
、
「
術
は
見
わ
る
る
を
欲
せ
ず
」
と
あ
っ
た
。
亦
八
経
篇
に
は
、
「
明
主
は
そ
の
務
は
周
密
に

　
ハ
ぬ
レ

あ
り
」
と
の
主
張
が
存
在
す
る
。
君
主
が
そ
の
「
術
」
を
深
く
胸
中
に
蔵
し
、
こ
れ
を
表
に
露
す
こ
と
が
な
い
な
ら
ば
、
表
面
上
は
君
主
は
「
無

為
」
に
お
る
か
の
如
く
見
え
る
。
従
っ
て
、
「
韓
非
子
」
に
は
君
主
が
「
無
為
」
に
お
る
べ
き
こ
と
を
主
張
す
る
こ
と
が
あ
っ
た
。
さ
ら
に
、
主

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
3
）

道
篇
に
、
「
明
君
　
上
に
為
す
無
け
れ
ば
、
群
臣
　
下
に
煉
催
す
」
と
あ
り
、
揚
権
篇
に
は
、
「
箏
は
四
方
に
在
り
。
要
は
中
央
に
在
り
。
聖
人

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
モ
チ
（
34
）

は
要
を
執
り
て
、
四
方
来
敷
す
。
虚
に
し
て
之
を
待
つ
。
彼
自
ら
之
を
以
う
」
と
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
5
色
）

　
こ
の
よ
う
な
「
無
為
」
の
主
張
が
、
道
家
思
想
の
影
響
の
下
に
あ
る
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。
『
老
子
』
三
十
八
章
に
は
、
「
上
徳
は
無
為

に
し
て
以
て
為
す
無
し
」
と
あ
る
。
『
荘
子
』
天
道
篇
に
は
、
「
夫
れ
帝
王
の
道
は
、
天
地
を
以
て
宗
と
為
し
、
道
徳
を
以
て
主
と
為
し
、
無
為

を
以
て
常
と
為
す
。
無
為
な
れ
ば
、
則
ち
天
下
を
用
い
て
余
り
あ
り
。
有
為
な
れ
ば
、
則
ち
天
下
に
用
い
ら
れ
て
足
ら
ず
。
…
…
上
は
必
ず
無

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
6
〉

為
に
し
て
天
ド
を
用
い
、
下
は
必
ず
有
為
に
し
て
天
下
に
用
い
ら
る
。
此
れ
不
易
の
道
な
り
」
と
あ
る
。
特
に
『
荘
子
』
の
こ
こ
の
考
え
は
韓

非
子
の
主
張
に
非
常
に
近
い
。

　
韓
非
子
が
、
君
主
が
「
無
為
」
に
し
て
、
群
臣
・
民
衆
を
支
配
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
と
考
え
る
根
拠
は
、
君
主
に
は
自
分
自
身
の
行
為

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
37
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
8
）

に
代
え
う
る
も
の
が
存
在
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
一
つ
は
「
法
術
」
で
あ
り
、
亦
一
つ
は
「
臣
民
」
で
あ
る
。
君
主
は
「
法
術
」
の
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存
在
に
よ
り
、
あ
る
い
は
一
切
の
臣
民
を
自
分
の
耳
目
手
足
の
代
り
に
使
役
で
き
る
ゆ
え
に
、
自
ら
の
智
能
を
用
う
る
必
要
が
無
い
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
9
）

こ
の
よ
う
な
考
え
は
、
結
局
は
「
尊
君
卑
臣
」
の
観
念
に
帰
着
す
る
。
揚
権
篇
に
は
、
「
君
は
群
臣
に
同
じ
か
ら
ず
…
…
君
臣
は
道
を
同
じ
く
せ

（
4
0
）ず

」
と
あ
る
。
主
道
篇
に
は
、
「
功
有
れ
ば
、
即
ち
君
は
其
の
賢
を
有
し
、
過
有
れ
ば
、
則
ち
臣
其
の
罪
に
任
ず
。
故
に
君
子
は
名
に
窮
せ
ず
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
君
）

是
の
故
に
不
賢
に
し
て
賢
者
の
師
と
為
り
、
不
智
に
し
て
智
者
の
正
と
為
る
。
臣
は
其
の
労
を
有
し
、
君
は
其
の
成
功
を
有
す
」
と
あ
る
。

　
即
ち
、
「
術
」
を
霧
か
に
用
い
、
無
為
を
装
う
こ
と
に
ょ
り
、
君
主
は
一
切
の
利
益
を
独
占
す
る
こ
と
が
吋
能
と
な
る
。
君
主
に
資
益
す
る
こ

と
、
こ
れ
が
「
術
」
の
根
本
的
な
性
質
で
あ
る
こ
と
が
こ
こ
に
明
確
と
な
る
。

　
「
術
」
は
密
か
に
用
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
従
っ
て
、
そ
れ
は
外
見
上
の
「
無
為
」
を
欲
す
る
。
即
ち
「
術
」
は
、
そ
の
使
用
主
体
の
知

と
巧
と
を
去
る
こ
と
を
要
求
す
る
。
し
か
し
、
そ
れ
は
「
術
」
の
働
か
せ
方
に
何
ら
の
ル
ー
ル
も
、
即
ち
「
術
」
の
主
体
に
と
っ
て
他
律
的
な
ル

ー
ル
が
存
在
し
な
い
と
い
う
こ
と
で
は
な
か
っ
た
。
「
術
」
そ
れ
自
体
の
手
続
上
の
ル
ー
ル
が
存
在
す
る
こ
と
は
、
既
に
指
摘
し
た
。

　
「
術
」
に
存
す
る
こ
の
「
無
為
」
と
「
他
律
」
と
に
架
橋
を
果
し
て
い
る
の
は
、
正
に
「
自
ら
然
る
も
の
を
人
為
的
な
る
も
の
に
転
換
す
る
」

と
い
う
操
作
の
存
在
で
あ
る
。
こ
の
操
作
が
あ
っ
て
初
め
て
、
君
主
に
お
け
る
「
無
為
」
が
、
他
者
の
「
人
為
」
（
こ
れ
は
他
者
た
る
臣
下
の
主

観
に
お
い
て
は
自
律
で
あ
っ
て
も
、
客
観
的
に
は
他
律
で
あ
る
）
へ
と
転
換
さ
れ
、
一
方
君
主
の
「
無
為
」
が
、
君
主
自
身
の
「
人
為
」
（
他
律

的
ル
ー
ル
に
従
う
）
へ
と
密
か
に
転
換
さ
れ
る
こ
と
が
理
解
で
き
る
よ
う
に
な
る
。

　
今
や
「
術
」
の
概
念
構
造
に
存
す
る
特
質
が
明
ら
か
に
な
っ
た
と
私
は
考
え
る
。
即
ち
、
こ
こ
に
も
亦
、
先
に
予
想
し
た
鍵
観
念
の
存
在
を

そ
の
特
質
と
し
て
認
め
ざ
る
を
え
な
い
で
あ
ろ
う
。
こ
う
し
て
、
韓
非
子
の
主
張
す
る
「
術
」
に
も
、
「
法
」
に
お
い
て
存
在
し
て
い
た
「
転
換
」

と
い
う
観
念
の
貫
徹
し
て
い
る
こ
と
が
明
白
と
な
っ
た
以
上
、
「
術
」
に
つ
い
て
の
考
察
は
『
応
終
え
て
、
「
勢
」
の
考
察
へ
と
移
ら
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。

三
　
ま
　
と
　
め
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「
術
」
は
、
明
ら
か
に
君
主
の
み
に
資
益
す
る
為
に
君
主
の
み
が
掌
握
す
る
手
段
と
し
て
存
在
す
る
。
「
術
」
は
君
主
が
群
臣
を
駅
る
手
段
で

あ
る
。
又
そ
れ
は
官
吏
に
対
す
る
「
法
」
適
用
の
為
の
、
あ
る
い
は
真
実
発
見
の
為
の
手
続
的
ル
ー
ル
で
も
あ
る
。
さ
ら
に
そ
れ
は
「
周
密
」

を
旨
と
す
る
。
一
方
、
「
法
」
は
全
て
の
入
に
対
し
客
観
的
に
存
在
す
る
。
群
臣
に
と
っ
て
も
「
法
」
は
彼
ら
の
行
為
の
功
用
を
測
る
尺
度
で
あ

る
。
し
か
し
、
「
法
」
の
適
用
の
手
続
的
ル
ー
ル
が
以
上
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
な
ら
、
そ
の
適
用
は
き
わ
め
て
裁
量
権
の
広
い
恣
意
的
な
も
の

と
な
り
う
る
。
こ
の
よ
う
な
「
術
」
に
お
け
る
機
関
の
単
一
性
・
手
続
ぎ
の
秘
密
性
・
裁
量
権
の
広
範
囲
な
る
こ
と
が
、
中
国
に
お
け
る
刑
事

手
続
の
糾
間
性
と
の
密
接
な
連
関
を
う
か
が
わ
せ
る
。

　
以
上
の
こ
と
は
、
君
主
の
群
臣
支
醍
を
益
々
容
易
に
し
て
い
っ
た
で
あ
ろ
う
。
韓
非
子
は
「
法
」
の
手
続
面
の
掌
握
が
君
主
の
支
配
権
の
確

立
に
と
っ
て
極
め
て
重
要
で
あ
る
こ
と
を
認
識
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
「
法
」
の
手
続
的
ル
ー
ル
の
明
確
化
（
実
定
化
）
が
考
え
ら
れ
な
か

っ
た
の
は
、
社
会
そ
れ
自
体
の
展
開
が
未
だ
し
と
い
う
こ
と
も
そ
の
一
因
で
あ
っ
た
ろ
う
し
、
亦
そ
れ
を
促
す
現
実
的
要
因
が
乏
し
か
っ
た
と

い
う
こ
と
も
一
因
で
あ
ろ
う
。

　
他
方
で
、
韓
非
子
は
、
君
主
が
内
心
に
お
い
て
遵
う
べ
き
ル
ー
ル
の
存
在
を
認
め
て
い
る
。
従
っ
て
、
「
術
」
は
君
主
に
と
っ
て
も
一
面
で
は

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
2
）

他
律
的
な
性
質
を
も
っ
て
い
る
も
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
「
法
術
の
士
」
と
君
主
と
の
関
係
を
見
て
ゆ
く
上
で
重
要
な
視
点
と
な
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
〔
未
幽
召

　
　
第
二
節
　
註

　
（
1
）
　
こ
こ
は
太
田
方
「
翼
養
」
の
理
解
に
従
う
。

（
2
）

（
3
）

（
4
）

（
5
）

「
夫
生
法
者
書
也
。
守
法
者
臣
也
。
法
於
法
者
民
也
。
」

定
法
篇
「
法
者
…
：
此
臣
之
所
師
，
也
。
」
圧
虚
篇
「
故
明
主
之
国
…
・
以
吏
為
師
、
。
」

「
必
駐
術
則
大
臣
不
得
檀
断
、
近
習
不
敢
売
重
。
葎
往
脚
則
浮
萌
趨
於
耕
農
、
而
游
士
危
於
戦
陳
。
」

難
一
篇
「
臣
尽
死
力
以
与
君
市
、
君
些
爵
禄
以
与
臣
市
。
君
臣
之
際
、
非
父
子
之
親
也
、
計
数
之
所
出
也
。
」
外
儲
説
右
下
篇
「
主
売
官
爵
、
臣
売
智
力
。
」
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）））　））））））））））　 ）））））
五
癒
篇
・
姦
劫
獄
臣
篇
等
を
見
よ
．

定
法
篇
「
術
者
…
－
操
殺
生
之
柄
、
課
群
臣
之
能
者
也
。
」

「
公
孫
鞍
之
治
餐
也
、
…
；
故
其
園
富
而
、
共
強
。
然
而
無
術
以
知
姦
、
則
以
其
富
強
也
資
人
臣
而
己
突
。
」

「
今
申
不
害
言
術
、
－
…
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
の

定
法
篇
「
申
不
害
不
槽
其
法
、
不
一
其
憲
令
則
姦
多
。
」
「
申
子
未
尽
於
術
也
。
申
子
冒
冶
不
擶
官
、
難
知
弗
右
。
治
不
楡
官
、
謂
之
守
職
也
可
、
知
而

弗
言
、
是
不
謂
過
也
。
」

「
術
者
、
因
任
而
授
官
、
循
名
面
責
実
、
操
殺
生
之
柄
、
課
群
臣
之
能
者
也
、
此
人
t
之
所
執
也
。
」

「
術
者
、
蔵
之
於
胸
中
、
以
偶
衆
端
而
潜
御
群
臣
者
也
。
…
－
而
術
不
欲
見
。
」

「
循
名
実
而
定
是
非
、
因
参
験
而
審
言
辞
。
」

板
野
長
八
「
中
国
古
代
に
お
け
る
人
間
観
の
展
開
」
岩
波
書
店
　
二
九
一
頁
。
西
田
太
一
郎
「
中
国
刑
法
史
研
究
」
二
五
頁

揚
権
篇
を
見
よ
。

主
道
篇
「
故
群
臣
陳
其
言
、
君
以
其
言
授
其
事
、
事
以
責
其
功
。
功
当
其
事
、
拳
当
其
言
則
賞
。
功
不
当
其
事
、
事
不
当
其
蓄
則
謙
。
」

定
法
篇
・
五
露
篇
等
を
参
照
せ
よ
。

揚
権
篇
・
備
内
篇
・
八
経
篇
等
を
見
よ
。

任
継
愈
主
編
「
中
国
哲
学
史
」
第
一
冊
人
民
出
版
社
二
四
六
頁
。
方
克
立
「
中
国
哲
学
史
上
的
知
行
観
」
人
民
出
版
社
八
一
頁

定
法
篇
「
入
主
以
一
国
目
視
、
故
視
莫
明
焉
。
以
一
国
耳
聴
、
故
聴
莫
聡
為
。
」
姦
劫
斌
臣
篇
「
明
主
者
使
天
下
不
得
不
為
己
視
、
天
下
不
得
不
為
己

聴
。
」

例
え
ば
姦
劫
試
臣
篇
等
を
見
よ
。

「
申
子
日
。
上
明
見
、
人
備
之
。
其
．
不
明
見
、
人
惑
之
。
其
知
見
、
人
飾
之
。
…
：
故
日
．
吾
無
従
知
之
、
惟
無
為
司
以
規
之
。
」

杜
国
摩
－
先
秦
諸
子
思
想
概
要
ー
同
文
集
　
人
民
出
版
社
　
所
収
　
五
三
頁
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の

「
老
子
」
第
一
、
干
八
章
　
解
老
篇
で
は
「
無
為
而
無
不
為
也
」
と
な
っ
て
い
る
。

郭
沫
若
氏
は
、
韓
非
子
特
有
の
こ
の
よ
う
な
逆
説
的
論
埋
を
「
範
」
で
も
っ
て
示
し
て
い
る
。
「
中
国
古
代
の
思
想
家
た
ち
下
」
岩
波
書
店
二
二
三
頁

前
出
　
任
継
愈
主
編
書
　
二
四
四
頁
以
下
、
前
出
　
方
克
立
著
書
七
六
頁
以
下
　
を
参
照
せ
よ
。

O
器
Φ
ど
o
マ
q
～
や
に
oo

定
法
篇
「
因
任
而
授
官
、
循
名
而
責
実
。
」
　
六
反
篇
「
任
其
身
而
責
其
功
」
　
顕
学
篇
「
試
之
官
職
、
課
其
功
伐
」

「
用
一
之
道
、
以
名
為
首
。
名
正
物
定
。
名
碕
物
赴
。
故
坐
人
執
一
以
静
。
使
名
自
命
、
令
事
自
定
。
」

「
聖
人
之
道
、
去
智
与
巧
。
・
：
・
（
中
略
）
…
：
故
去
喜
去
悪
、
虚
心
以
為
道
舎
。
」

　
　
八
経
篇
「
明
主
、
其
務
在
周
密
。
…
：
故
明
主
之
畜
隔
塞
而
不
通
、
周
密
而
不
見
。
」

「
明
君
無
為
於
上
、
群
臣
疎
櫻
乎
下
。
」

「
事
在
四
方
、
要
在
中
央
。
聖
人
執
要
、
四
方
来
敷
。
虚
而
待
之
、
彼
自
以
之
。
」

こ
こ
は
解
老
篇
に
依
っ
て
こ
の
章
を
引
く
が
、
内
容
的
に
は
第
三
十
七
章
の
「
道
常
光
為
而
先
不
為
。
侯
王
若
能
守
、
万
物
将
自
化
。
」
を
引
く
の
が
よ

り
適
切
で
あ
ろ
う
。

「
夫
帝
王
之
徳
、
以
天
地
為
宗
、
以
道
徳
為
主
、
以
無
為
為
常
。
無
為
也
、
則
用
天
下
而
有
余
。
有
為
也
、
則
為
天
下
用
而
不
足
。
　
…
土
必
無
為
而

用
天
下
、
下
必
有
為
為
天
下
用
。
此
不
易
之
道
也
。
」

例
え
ば
有
度
篇
に
「
故
明
主
使
法
択
人
、
不
自
挙
。
使
法
羅
功
、
不
自
度
也
。
」
と
あ
る
の
が
例
と
な
ろ
う
。
小
論
〇
　
五
三
頁
以
下
　
を
見
よ
。

例
え
ば
、
八
経
篇
に
「
上
君
尽
人
之
智
」
と
あ
る
。

余
英
時
ー
反
智
論
与
中
国
政
治
伝
統
ー
　
「
歴
史
与
思
想
」
　
聯
巡
出
版
　
所
収
　
二
八
頁

「
道
不
同
於
万
物
、
…
・
君
不
同
於
群
庫
。
－
・
君
臣
不
同
道
。
」

「
有
功
則
君
有
其
賢
、
有
過
則
臣
任
其
罪
。
故
君
不
窮
於
名
。
是
故
不
賢
而
為
賢
者
師
、
不
智
而
為
智
者
正
。
臣
有
其
労
、
君
有
其
成
功
。
」

余
英
時
！
古
代
知
識
階
層
的
興
起
与
発
展
ー
　
　
「
中
国
知
識
階
層
史
論
〈
古
代
篇
〉
」
　
聯
経
出
版
　
所
収
　
五
七
頁
以
下
　
が
君
主
と
士
の
関
係
の
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考
察
の
際
に
参
考
と
な
る
。

（
付
記
）
　
本
、
稿
は
、
昭
和
57
年
度
文
部
省
科
学
研
究
費
補
助
金
奨
励
酬
究
囚
に
よ
る
研
究
成
果
の
一
部
で
あ
る
。


